
Ａ．
伊
奈
町
役
場
保
険
年
金
課
の

窓
口
で
お
こ
な
い
ま
す
。 

　
　
年
金
係
　
２
１
６
４ 

　
退
職
、
就
職
ま
た
は
会
社
の
変

更
で
い
ま
ま
で
加
入
し
て
い
た
健

康
保
険
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
会

社
等
か
ら
の
連
絡
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
受
給
者
本
人
ま
た
は
家
族

の
方
が
変
更
の
届
出
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

　
健
康
保
険
の
変
更
届
出
が
さ
れ

て
い
な
い
場
合
、
町
か
ら
の
支
払

い
が
遅
れ
た
り
、
正
し
い
金
額
の

支
払
い
が
で
き
な
か
っ
た
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制

度
の
所
得
制
限
は
、
廃
止
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
収
入
が
多
い
と
の
判

断
に
よ
り
登
録
を
し
て
い
な
い
方

は
、
乳
幼
児
医
療
の
登
録
を
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。 

　
　
医
療
係 

　
　
　
２
１
６
２ 

問 

内 

問 

内 

　平成１７年度を迎えて１か月が過ぎましたが、いままで勤めていた会社を退職
し、健康保険が無くなってしまった方は国保への加入、また、国民健康保険だ
った方が就職して会社等の健康保険に加入した場合は、国保からの脱退が必要
になります。会社や健康保険組合からの連絡はありませんので、必ず届出をし
てください。 
　特に国保に加入する方は、しばらく期間をおいて届出をした場合でも、加入
日と保険税は会社等の健康保険を喪失した日までさかのぼりますのでご注意く
ださい。 
●同じ世帯の方で、下記のようなことがあてはまるときは、その都度必ず１４日
以内に届出をしてください。 

国保に入るとき 

こ　　　ん　　　な　　　と　　　き 

他の市区町村から転入してきたとき 

会社の健康保険をやめたとき 

会社の健康保険の被扶養者からはずれたとき 

子どもが生まれたとき 

生活保護を受けなくなったとき 

手　続　き　に　必　要　な　も　の 

印鑑、他の市町村の転出証明書 

印鑑、会社の健康保険をやめた証明書 

印鑑、被扶養者からはずれた証明書 

印鑑、保険証、母子健康手帳 

印鑑、保護廃止決定通知書 

国保をやめるとき 

こ　　　ん　　　な　　　と　　　き 

他の市区町村に転出するとき 

会社等の健康保険に入ったとき 

会社等の健康保険の被扶養者になったとき 

国保の被保険者が死亡したとき 

生活保護を受けるようになったとき 

手　続　き　に　必　要　な　も　の 

印鑑、保険証 

印鑑、国保と会社等の健康保険の両方の保険証 
（保険証未交付のときは加入したことを証明するもの） 

印鑑、保険証 

印鑑、保険証、保護開始決定通知書 

その他 

こ　　　ん　　　な　　　と　　　き 

退職者医療制度の対象になったとき 

町内で住所が変わったとき 

世帯主や氏名が変わったとき 

世帯を分けたり、一緒にしたとき 

保険証をなくしたときや汚して使えなくなったとき 

手　続　き　に　必　要　な　も　の 

印鑑、保険証、年金証書 

 

印鑑、保険証 

 

印鑑、本人を証明できるもの（運転免許証、納税通知書等） 

問 内 国民健康保険係　２１６２ 

乳幼児医療・重度心身障害者�
医療・ひとり親家庭等医療・�
老人保健・◯老老人医療の受給�

者の方へ�

健康保険の変更は�
ありませんか？�

③ 

手続きはお済みですか？�

国民健康保険の�
届出を忘れずに�

④ 
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平
成
１７
年
度
の
年
金
額
は
、
平

成
１６
年
度
と
同
じ
金
額
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
平
成
１６
年
平
均
の

全
国
消
費
者
物
価
指
数
の
対
前
年

比
変
動
率
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
平
成
１７
年
度
の
年
金

額
の
改
定
が
行
わ
れ
な
い
た
め
で

す
。 

　
昨
年
の
年
金
制
度
改
正
で
は
、

年
金
の
給
付
水
準
の
見
直
し
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
改
正
前

の
規
定
で
計
算
し
た
年
金
額
が
、

改
定
後
の
規
定
に
よ
る
額
を
上
回

る
場
合
に
は
、
改
定
前
の
規
定
に

よ
る
年
金
額
を
支
払
う
と
い
う
経

過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
従
前
額
保
障
と
い
い
ま
す
） 

　
平
成
１２
年
か
ら
１４
年
ま
で
の
間

に
物
価
が
下
が
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
年
金
額
を
下
げ
な
い
と
い

う
特
例
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
た
め
、

現
在
給
付
さ
れ
て
い
る
年
金
額
は
、

本
来
よ
り
も
高
い
水
準
の
年
金
額

が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
そ
の
た
め
、し
ば
ら
く
の
間
は
、

従
前
額
保
障
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
の
計
算
方
法
に
よ

る
年
金
額
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

　
国
民
年
金
制
度
に
は
、
経
済
的

に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し

い
と
き
、
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
所
得
が
少
な

い
若
者
が
免
除
申
請
を
お
こ
な
っ

た
場
合
に
、
世
帯
主
で
あ
る
親
と

同
居
し
て
い
る
と
世
帯
主
の
収
入

が
多
い
と
い
う
理
由
で
免
除
に
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
な
若
者
が
、
将
来
的

に
無
年
金
・
低
年
金
と
な
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
、
同
居
し
て
い

る
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
、

本
人
と
そ
の
配
偶
者
の
所
得
が
一

定
以
下
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
後
払

い
に
で
き
る（
納
付
を
猶
予
す
る
）

仕
組
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

　
３０
歳
未
満
の
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
の
方
で
、
本
人
お
よ
び

配
偶
者
の
所
得
が
基
準
以
下
の
場

合
に
認
め
ら
れ
ま
す
。 

　
所
得
基
準
は
、
扶
養
親
族
の
人

数
な
ど
世
帯
構
成
に
よ
っ
て
変
わ

っ
て
き
ま
す
。 

Ｑ
１．
若
年
者
納
付
猶
予
が
認
め

ら
れ
た
場
合
、
年
金
は
受
け
ら
れ

ま
す
か
？ 

Ａ．
若
年
者
納
付
猶
予
期
間
は
、

老
齢
年
金
の
年
金
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
が
、
未
納
期
間
と
は
異

な
り
、
老
齢
年
金
を
受
け
る
た
め

に
必
要
な
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま

す
。
ま
た
事
故
・
病
気
等
に
よ
り

重
い
障
害
を
負
っ
た
場
合
に
、
障

害
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

Ｑ
２．
猶
予
さ
れ
た
期
間
の
保
険

料
は
将
来
納
め
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
か
？ 

Ａ．
納
付
特
例
が
認
め
ら
れ
た
月

か
ら
１０
年
以
内
な
ら
、
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
を
追
納
と
い
い
ま
す
。
追
納

さ
れ
た
場
合
は
、
納
め
た
場
合
と

同
じ
よ
う
に
老
齢
年
金
の
年
金
額

が
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
ゆ
と
り

が
で
き
た
場
合
は
、
追
納
さ
れ
る

こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
追
納

し
な
か
っ
た
場
合
は
、
Ｑ
１
の
回

答
に
あ
る
よ
う
に
、
老
齢
年
金
の

年
金
額
へ
の
反
映
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

※ 

追
納
す
る
保
険
料
額
は
、
２
年

度
を
経
過
す
る
と
一
定
額
が
加
算

さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

Ｑ
３．
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請

方
法
は
？ 

年金係　　２１６３ 
国民健康保険係　２１６２ 

問 内 

内 

老齢基礎年金（満額） 

障害基礎年金（１級） 

                  （２級） 

遺族基礎年金（子１人） 

老齢福祉年金 

７９４,５００円 

９９３,１００円 

７９４,５００円 

１,０２３,１００円 

４０７,１００円 

年　金　の　種　類  

〈基準の例〉 

※ ここでいう「所得」は、収入そ 
のものではなく給与所得控除など 
を差し引いたものです。 

独身など、扶養親族がい 
ない場合 

夫婦２人世帯で、どちら 
か一方のみに所得がある 
場合 

５７万円 

９２万円 

世　　帯　　構　　成 所得基準 

平 成１７年 度  年 金 額 

Q
&A

平成１７年度の年金額は�

据え置きに�
国　保国　保�
�
　　　　　　年　金年　金�

国　保国　保�
�
　　　　　　年　金年　金�

国　保国　保�
�
　　　　　　年　金年　金�

国　保�
�
　　　年　金�

&
大宮社会保険事務所国民年金課 
�０４８―６５２―４７１１ 
または、町年金係　２１６４ 

問 

内 

① 

国民年金保険料�

若年者納付猶予制度�

の創設�

② 
解
　
説�

対
　
象�

若
年
者
納
付
猶
予�

制
度
Ｑ
＆
Ａ�

①１７年度の年金額は据え置きに 

②年金保険料の若年者納付猶予制度に 
　ついて 

③乳幼児医療・重度心身障害者医療・ 
　ひとり親家庭等医療・老人保健・◯老  
　老人医療の受給者の方へ 

④国民健康保険の届出を忘れずに 
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